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図-7.2.52 崩壊及び復旧断面図（国道 249 号志賀町大福寺） 4) 

  

写真-7.2.42 復旧後写真（国道249号志賀町大福寺）（石川県提供） 4) 
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写真-7.2.53 粒度分布図 4) 
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7.2.5 補強土構造物の被害調査 

 

(1) 概要 

一般に補強土はフレキシブルな構造

を有し、高い耐震性を有するとされて

いる。地震の発生後に主要な補強土工

法を対象として被害状況の調査を行っ

たので報告する。 

 

(2) 補強土構造物の被害事例 

石川県内には、テールアルメ、多数

アンカー式補強土壁、ジオテキスタイ

ル補強土壁の主要な工法でおよそ 500

件の施工実績があった。この内被災地

周辺で立地が判明しており、接近が可

能だった 228 件について調査を行った。

調査対象の分布を図 - 7 . 2 . 5 4に示す。

調査の実施にあたっ

ては、工法毎に事前

に作成されていた応

急被災度判定法に基

づいて被災度の判定

を行った。応急被災

度判定法は、中越地

震の経験を踏まえて

作成されたものであ

り、今回の地震が大

規模地震における初

めての適用となった。 

被災度判定は、外観からの判

定に基づき損傷の有無、損傷の

ある場合は構造物としての安定

性への影響の評価を行った。 

補強土の被害はきわめて軽微

であり、構造物の安定が損なわ

れるような変状は発生しなかっ

た。 

写 真 -7.2.43 お よ び 写 真 -

　　　補強土（テールアルメ)壁工法
　　　多数アンカー式補強土壁工法

　　　ジオテキスタイル補強土工法

図１ 補強土壁の分布図

　　　補強土（テールアルメ)壁工法

　　　多数アンカー式補強土壁工法

　　　ジオテキスタイル補強土工法

図１ 補強土壁の分布図図-7.2.54 補強土壁の分布図 

表-7.2.4 補強土工法の被災度判定結果 
調査計 石川県内

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
テールアルメ工法 113 8 1 122 380
多数アンカー式補強土壁工法 10 8 1 19 19
Ⅰ 損傷無し
Ⅱ 軽微な損傷・安定性に問題なし
Ⅲ 経過観察しながら使用可
Ⅳ 応急対策が必要。安定性に問題なし（部分的損傷）
Ⅴ 応急対策が必要。安定性に問題なし（広域損傷）
Ⅵ 使用不可・立ち入り禁止

被災度判定

表-7.2.5 ジオテキスタイル補強土壁工法の被災状況調査結果
調査計 石川県内

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
テールアルメ工法 113 8 1 122 380
多数アンカー式補強土壁工法 10 8 1 19 19
Ⅰ 損傷無し
Ⅱ 軽微な損傷・安定性に問題なし
Ⅲ 経過観察しながら使用可
Ⅳ 応急対策が必要。安定性に問題なし（部分的損傷）
Ⅴ 応急対策が必要。安定性に問題なし（広域損傷）
Ⅵ 使用不可・立ち入り禁止

被災度判定

 
写真-7.2.43 国道 249 号テールアルメ壁の被害

7.2.44 は国道 249 号線沿いの損

傷度Ⅳのテールアルメ壁である。
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テールアルメに隣接するブロッ

ク積み擁壁と地山の崩壊に伴い、

テールアルメ端部の壁面工に外

力が作用して引きはがされるよ

うに損傷したものであり、テー

ルアルメ壁自体の耐震性に起因

する被害ではない。壁面工の脱

落した部分については当面の安

定性には問題はないと判断され

たが長期的に不安定化する可能

性を考慮して壁面工を撤去して

再構築した。変状の生じていな

い 部 分 に つ い て は 、 写 真 -

7.2.45 に示すような壁面工の端

部の破損程度であった。この様

な損傷は地震の影響に対して補

強領域がフレキシブルに変形し

た際に発生するものであり、破

損に伴う裏込め材の漏れだし等

がなかったことから安定性に影

響はないと判断した。また補強

領域の健全性を判定するために

補強材の引き抜き試験を実施し

た。試験の結果、安定確保に必

要な引き抜き抵抗力を有してい

ることが確認され、併せて行っ

た壁面工のコンクリート中性化

試験、壁面近傍ジョイント部の

腐食状況の確認の結果とも併せ

て補修を行わないこととした。 

また、大規模な盛土崩壊が発

生した能登有料道路横田ＩＣか

ら 4 0 0ｍ 程度離れた場所にも

1996年に施工されたテールアル

メ壁が存在したが、目立った被

害はなかった（写真-7.2.46）。  

また多数アンカー工法では被災度Ⅲと判定された物件があるが、これは地震発生以

前から変状が発生していたものであり、地震に起因するものではないことが確認され

 

写真-7.2.45 テールアルメ壁面工の端部破損 

 

写真-7.2.46 能登有料横田ＩＣ付近テールアルメ壁

 

写真-7.2.44 テールアルメ壁に隣接する地山崩壊

ている。 
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　写真-7.2.47は能登有料道路終点の

穴水インターチェンジのランプ付近に

構築された多数アンカー補強土壁の状

況である。約 5m の直壁の上部に２段

の盛土を設置しており、さらにランプ

部のため縦断方向に急なカーブを描く

構造となっている。この様な構造では

屈曲部において壁面工が開くような変

状を示すことが多いが、当該補強土壁

については壁面には目立った損傷はな

く、構造安定に無関係な天端笠コンク

リートにわずかな亀裂が発生した程度

であった（写真-7.2.48）。 
 

(3) まとめ 

今回の地震において、補強土は非常

に高い耐震性を示した。こうした高い

耐震性は兵庫県南部地震や中越地震に

おいてもよく知られているが、今回の

地震では中越地震の経験を踏まえた応

急被災度判定法により、被災後速やか

にかつ客観的に確認をされた点が特徴

である。しかしながら応急被災度判定

手法はあくまでも外観により応急判定

であり、補強メカニズムの健全性判定

には、 R249 の事例で行ったような引

き抜き試験などを行う必要があり、そ

の際の判断基準などは明らかになって

いない。今後は外観から問題の可能性が判明した補強土に対する健全性判定手法の開

発が必要である。 

 

7.2.6 道路土工の被害のまとめ 

能登半島地震による道路土工の被害をまとめると以下のとおりである。 

(１)能登有料道路を中心として、強い地震動により、盛土構造物に多くの被害が生じ

た。路面からみた被災パターンは、路面崩壊、路面陥没、路面段差や亀裂である。

盛土の被害形態としては、沢や谷等の集水地形に築造された高盛土の流動性崩壊、

カルバートや橋梁など異種構造物との取り付け部の段差、切土部から片切片盛な

どに構造が変化する部分の切盛境での崩壊等である。 

(２)能登有料道路では比較的大きな路面崩壊が 11 箇所で生じたが、いずれの箇所に

　　おいても、沢や湿地等の水の存在が確認された。これらの箇所では、発災時には

写真-7.2.47 能登有料穴水 IC 多数アンカー

写真-7.2.48 天端笠コンのクラック 
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痕などの補修履歴が認められた。 

(４)能登有料道路を対象として被害箇所と無被害箇所の現地調査を行い、被害の要因

分析を行った。これによれば、盛土高が 15m 以上、沢部を埋めた盛土で大規模崩

壊が生じやすい傾向が認められた。 

(５)能登有料道路を対象に地盤調査及び室内土質試験を行った。その結果、今回地盤

調査行った盛土の材料は、大規模崩落箇所と未崩落箇所で類似した物性を示すも

のが多く、被災程度と盛土材料との明瞭な相関はみられなかった。また、盛土の

締固め度は、いずれの箇所も締固め度 80～90%であり、大規模崩落箇所と未崩落

箇所で有意な差は見られなかった。一方、大規模崩落が生じた箇所においては、

盛土のり尻付近において地下水位が高い傾向があった。 

(６)今回の地震において、補強土は非常に高い耐震性を示した。  

 　　盛土内の浸透水の存在が崩壊の原因となった可能性が考えられる。 

(３)盛土の陥没・崩壊、変状が生じた箇所の多くで、亀裂の補修痕、路面の打ち換え
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